
福島県沿岸海岸保全基本計画の変更に向けた検討会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本検討会は、「福島県沿岸海岸保全基本計画の変更に向けた検討会（以下「検

討会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 検討会は、福島県が海岸法に基づく海岸保全基本計画を変更するにあたり、

福島県に技術的助言を行うことを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 検討会は、その目的を達成するため、次の事項について検討する。 

（１）計画外力の設定に関すること 

（２）海岸保全施設に係る防護水準の設定に関すること 

（３）海岸保全基本計画の策定に関すること 

（４）その他、検討会の目的を達成するために必要な事項 

 

（構成） 

第４条 検討会は、会長１名及び委員８名で別表１に定める者をもって構成する。 

また、会長は必要に応じて関係する者を検討会に招集することが出来る。 

 

（会長） 

第５条 検討会は、委員の互選により会長を置く。 

２ 会長は、検討会を代表し議長となる。なお、会長が職務を遂行出来ない場合

は、予め会長が指名する委員がその職務を代行する。 

 

（事務局） 

第６条 検討会の事務局は、福島県土木部河川計画課に置き、別表２に示す各課の担

当者により構成する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、事務局

が別に定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和６年８月 29 日から施行する。  



                    令和６年８月 29 日現在  

敬 称 略  
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○：会長 

 

（別表２） 

福島県農林水産部農村基盤整備課 

福島県農林水産部農地管理課 

福島県農林水産部森林保全課 
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福島県土木部港湾課 

○：事務局 


